
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

まままちちちづづづくくくりりり   
放放放射射射 333666号号号線線線等等等沿沿沿道道道周周周辺辺辺   
（（（羽羽羽沢沢沢・・・桜桜桜台台台・・・氷氷氷川川川台台台・・・平平平和和和台台台・・・早早早宮宮宮）））地地地区区区   
 第1号 

まちづくり協議会委員を募集します！ 
練馬区では、東京都による都市計画道路放射36号線等の整備にあわせて、地域の皆

さまとまちづくりの本格的な検討を進めるため、「放射36号線等沿道周辺地区まちづ
くり協議会」を設⽴します。 
今回、まちづくり協議会委員（公募委員）を募集します。詳しい募集内容については、

裏⾯をご参照ください。 

 平成28年6⽉発⾏ 練馬区 都市整備部 東部地域まちづくり課 

これまで、協議会の開催に向けて、平成
25年度から「まちづくり検討準備会」を開
催し、町会・自治会・商店会の代表の方々
にご参加いただきながら、まちづくりの検
討の準備段階として、まちの特性や課題に
関して意⾒交換を⾏ってきました。 
まちづくり協議会では、検討準備会を踏

まえ、まちの将来像や方向性等についてご
検討いただき、まちづくり構想としてまと
めていく予定です。 
なお、まちづくり協議会での検討内容に

ついては、まちづくりニュース等を通じて
地域の皆さまにお知らせしていきます。 
その後、区は、まちづくり協議会の検討

内容を踏まえるとともに、説明会やアンケ
ート調査等を通じてご意⾒を伺いながら、
地区のまちづくりの方針となる「重点地区
まちづくり計画」の策定を目指します。 
 

まちづくりの進め方 
放射36号線等沿道周辺地区 

まちづくり協議会 委員募集の対象区域 
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羽沢二丁目10〜16,20〜35番地、羽沢三丁目１,2,25〜40番地 
桜台二丁目12〜15番地、桜台三丁目1〜19,29〜36,38〜48番地 
桜台六丁⽬3〜5,33〜38番地、氷川台三丁目、氷川台四丁目 
平和台三丁目、早宮一丁目1〜29,37〜47番地 
 

ま ち づ く り 協 議 会 
・まちの将来像や方向性の検討 
・まちづくり構想の作成 

練馬区による 
 重点地区まちづくり計画の策定 

説 明 会 の 開 催 
ア ン ケ ー ト 調 査 等 

ま ち づ く り 検 討 準 備 会 
・まちの特性と課題の確認 

まちづくり協議会 
ニュース 



 
 

まちづくり協議会委員（公募委員）の募集について 
 

任 期 

開 催 予 定 

募 集 人 数 

応 募 資 格 

応 募 方 法 

締 め 切 り 

委員は公募委員と、町会・⾃治会・商店会・近隣学校ＰＴＡ等からの推薦委員により、 
20名程度で構成します。 
 
５名程度（応募動機および住所・性別・年齢構成等を勘案し、選考いたします。） 

対象区域（表面参照）に居住している⽅、⼟地や建物の権利をお持ちの⽅、または、事
業を営んでいる方で、今後定める協議会の会則を遵守し、継続的に参加できる方。 

①氏名、②住所、③連絡先電話番号、④年齢、⑤性別、⑥応募資格、⑦応募動機を下記の申込
み用紙に記入のうえ、封筒で郵送またはＦＡＸで送付してください。 
なお、電⼦メールでお申込みの場合には、前記①〜⑦の項目を記載し、件名は「放射３６号線
まちづくり協議会申込み」と明記してください。 

平成28年７⽉６⽇（⽔）必着 

平成28年7月から平成29年３月までを予定しています。 

※記載内容等の確認のために、ご連絡する場合があります。なお、応募書類は返却しません。
※応募にかかる諸経費や、委員への交通費、謝礼等のお支払いはありません。 
※委員の選考結果については、7月20日頃までに、応募された方全員にご連絡する予定です。
※委員に就任された際には、協議会の円滑な運営にご協⼒いただきます。 

応募書類の送付・お問い合わせ先 
電 話 ：０３－５９８４－１５９４ 
Ｆ Ａ Ｘ ：０３－５９８４－１２２６ 
Ｅ-mail ：TOUBU@city.nerima.tokyo.jp  

 
放射36号線等沿道周辺地区まちづくり協議会委員（公募委員） 応募用紙 

①氏
ふり
  名

がな
  

②住  所  ④年  齢 歳 

③連絡先電話番号  ⑤性  別  

⑥応募資格 
□募集区域内に住んでいる（または、事業を営んでいる） 
□募集区域内に⼟地や建物の権利を持っている 
（権利をお持ちのご住所：                         ） 

⑦応募動機（まちの課題・将来イメージに関するご意⾒や、協議会で話し合いたいこと等について、ご記入ください。） 

 

 

   

〒176-8501 練⾺区豊⽟北六丁⽬12番１号 
練馬区 都市整備部 東部地域まちづくり課 
放射36号線等沿道まちづくり担当 

 

目 的 放射 36号線等沿道周辺地区のまちづくりについて協議し、まちの課題、まちの将来像およびまちづくりの方向性をまとめた「まちづくり構想」の作成を目指します。 

委 員 構 成 

１〜２か⽉に１回（平日19時〜20時30分）の開催を予定しています。 
会場は、地区周辺の公共施設を予定しています。 

mailto:TOUBU@city.nerima.tokyo.jp

